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議案第４４７号 

説 明 資 料 

令和２年 10 月 20 日 

第226回都市計画審議会 

 

 

特定生産緑地の指定について 

 

 平成 29 年に生産緑地法（以下「法」という。）が改正され、新たに特定生産緑地制度が

創設された。これにより、良好な都市環境の形成に資する農地等を、引き続き計画的に保

全することが可能となった。 

区は、平成４、５年に指定を受けた生産緑地の所有者等に対し、制度等について周知す

るとともに、一括して指定を行うため手続を進めてきた。 

 ついては、第１回申請受付期間に、所有者等から指定申請を受け付けた生産緑地につい

て、法第 10 条の２第１項の規定により、特定生産緑地に指定する。 

 

 

１ 平成４、５年に指定を受け、現在も都市計画決定されている生産緑地 

   約 151.90ha、558 地区（行為制限が解除された生産緑地等を除く。） 

         ※区全体の生産緑地地区（令和２年告示予定） 

約 175.54ha、642 地区 

 

 

２ 指定の公示を行う期限 

  特定生産緑地の指定は、生産緑地の指定から 30 年が経過する日（申出基準日）までに

行う。平成４、５年に指定を受けた生産緑地の申出基準日は、それぞれ以下のとおり。 

平成４年 11 月 12 日指定の生産緑地の申出基準日：令和４年 11 月 12 日 

    平成５年 10 月 15 日指定の生産緑地の申出基準日：令和５年 10 月 15 日 

 

 

３ 今回指定する区域（第１回指定申請分） 

   約 106.76ha、405 地区（指定対象生産緑地の約７割） 

    

 （内訳） 

指定の公示を行う期限（申出基準日） 指定する面積 地区数 

令和４年 11 月 12 日 約 103.35ha 394 地区 

令和５年 10 月 15 日 約 3.41ha  37 地区 

合 計 約 106.76ha  405 地区※ 

                               ※26 地区重複 
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４ 第１回指定手続に係るこれまでの経過と今後の予定     

平成 31 年 ３月 所有者へ申出基準日到来通知の送付 

 ４月 特定生産緑地指定手続説明会、個別相談会 

～令和元年 ６月  

令和元年 ５月～９月 第１回特定生産緑地の指定申請の受付 

令和２年 10 月 20 日 練馬区都市計画審議会の意見聴取 

 11 月 特定生産緑地の指定・公示 

農地等利害関係人への通知 

   

 

 

 ５ 議案 

   議案第 447 号 特定生産緑地の指定について 

   （１）特定生産緑地（練馬区）の指定   Ｐ ３～27 

   （２）特定生産緑地 練馬区 総括図   Ｐ 29 

   （３）特定生産緑地 練馬区 指定図   Ｐ 31～54 

 

 

６ 添付資料 

（１）生産緑地制度および特定生産緑地制度等について（参考資料①） Ｐ 55 

 （２）特定生産緑地指定手続の全体スケジュール（参考資料②）  Ｐ 57 

 

 

（参考）第２回以降の指定手続について 

    第１回に指定申請がなかった所有者等を対象に、令和２年４月から９月末まで第

２回の申請受付を行った。当該申請分については、令和３年度に都市計画審議会の

意見聴取の上、指定を行う。 

また、やむを得ず第２回の申請期限までに指定申請を行うことができなかった所有

者等を対象に、令和４年度に第３回の指定を行う予定である。 

     

    （指定申請状況） 

 申請面積（ha） 割合（％） 

指定対象 約 152 ― 

第１回指定 約 107 約 70 

第２回指定 約 31 約 21 

未申請 約 14 約 9 
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　特定生産緑地 練馬区 指定図

特定生産緑地 第１回 指定区域 今回指定しない区域

申出基準日：令和４年11月12日 生産緑地地区（旧法）

申出基準日：令和５年10月15日 生産緑地地区（新法）

凡　例

〔平成6年以降に指定された生産緑地を含む〕
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議案第４４７号 

参 考 資 料 ① 

生産緑地制度および特定生産緑地制度等について 

 

１ 生産緑地 

（１）制度概要 

   生産緑地は、緑地機能等の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の

形成に資することを目的に都市計画において定めるものであり、指定を受けることで農

地等の適正管理義務等が生じる一方で、税制上の特例措置が設けられている。 

（所有者等に対する義務および制限） 

・農地等の適正管理義務 

・行為の制限（農業用施設以外の建築や宅地造成等が不可） 

（生産緑地の買取りの申出） 

・指定から 30 年が経過するか、所有者等に相続が発生した際は、区に対し買取り 

の申出ができる。 

・区が買い取らない場合は、買取りの申出から３か月後に行為の制限が解除され、 

その後、生産緑地地区の指定が解除される。 

（主な税制特例措置） 

・固定資産税が農地課税となり、宅地に比べ軽減される。 

・相続税納税猶予制度の適用を受けることができる。 

 

（２）生産緑地制度の課題 

  ・指定から 30 年経過後はいつでも買取り申出が可能となり、一斉に宅地化されること

が危惧される。 

  ・固定資産税や相続税等の税制措置が継続されるか不明確 

 

２ 特定生産緑地 

（１）制度概要 

平成 29 年の生産緑地法の改正により新たに創設された制度であり、特定生産緑地の

指定を受けることで、以下の効力が発生する。 

・買取りの申出が可能となる時期が 10 年延長される。 

・固定資産税や相続税等の特例措置が継続される。(※) 

 ※平成 30 年の税制改正により、特定生産緑地の指定を受けない場合は特例措置が継

続されないことが明確になった。 

    

（２）指定手続 

・指定から近く 30 年を迎える生産緑地を対象に実施 

・特定生産緑地の指定意向がある生産緑地所有者等は、土地の権利者(※)の同意を得 

た上で、区に指定申請書を提出 

※相続税納税猶予制度適用農地における税務署長を除く。 

・指定申請を受け、区は指定図等を作成し、都市計画審議会の意見聴取を実施 

・意見聴取の結果を踏まえ、特定生産緑地に指定 
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